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開会 午後１時03分  

○委員長（山口正博君） それでは、ただいまから教育福祉委員会を開会いたします。 

 本年度、人事異動によりましてこども課長に移動がございましたので、高井課長のほうか

ら自己紹介をさせていただきます。 

○こども課長（高井美樹君） 

（挨 拶） 

○委員長（山口正博君） これより会議に入ります。 

 子ども・子育て支援新制度への対応についてを報告事項といたします。 

 執行部の説明を求めます。 

○健康福祉部長（佐藤 誠君） それでは、子ども・子育て支援新制度への対応についてとい

うことで、まず最初に私のほうから話をさせていただきたいと思います。 

 まず、子ども・子育て支援新制度ににつきましては、これは関連３法が一昨年、平成24年

になりますけれども、８月に成立いたしまして、幼児教育、保育、地域の子ども・子育て支

援を総合的に推進するということになったわけでございます。 

 この新制度につきましては、来年、平成27年４月に本格施行を予定しておるということで

ございます。議題にありますものにつきましては、資料があらかじめお配りしてあるかと思

いますけれども、１つ目の新制度の概要につきましては、御説明をこれからいたしますが、

これにつきましては、国におきましても現在審議中の事項もあるため、市町村に対してまだ

明確に示されておらない事項もございます。現時点での情報での御説明ということにさせて

いただきたいと思います。 

 また、順番からいたしまして３番目になりますけれども、保育園、幼稚園の制度改正と条

例改正等は、先ほどの新制度と関連がございますので、その新制度の採用といいますか、新

制度の概要に続いてここで説明をさせていただきたいと思っております。したがいまして、

３番目のアンケート調査のその結果と、それから子ども・子育て支援事業の計画の中間報告

につきましては、２つの説明の後に説明のほうをさせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いをしたいと思います。 

 それでは、詳細につきましてこども課長より説明いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○こども課長（高井美樹君） それでは、資料１に沿って御説明をさせていただきます。 

 まず、少し前置きになりますけど、先日の新聞報道等で、日本創成会議・人口減少問題検

討部会というところで、増田元県知事が人口の減少問題についての報告書を出されておりま

す。ここでストップ少子化・地方元気戦略ということで出されておりますけど、非常にショ

ッキングな内容だったというふうに私どもは感じております。こういった中で、少子化にど

うやって歯どめをかけるんだというところで、子ども・子育て支援、それから少子化対策と

いうのは、本当に国も地方も喫緊の大きな課題だという認識でおります。 

 可児市におきましては、若い世代が住みたいと感じる魅力あるまちの創造ということで市
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政の目標に掲げております。子ども・子育て支援につきましては、私ども行政部門としては

オール可児で取り組んで、魅力を感じて可児市での定住、それから転入促進というものにつ

なげていきたいというふうに考えております。 

 それでは、お手元の資料番号１、まず少しページが切れておりますが、ページ１の上段で

すね、ここには、既に御承知のことばかりかと思いますが、国のほうでは1994年のエンゼル

プランに始まりまして、次世代育成支援行動計画等、子育て支援に関する施策をいろいろ推

進してまいりました。ところが、なかなか少子化に歯どめがかからないと、人口減少社会が

到来してしまったというようなことから、可児市においては大きな問題になっておりません

けど、人口が減少し、少子化なのに都市部では待機児童の問題が出たり、日本全国的には地

域の子育て力が低下したとか、それから幼稚園、保育園制度そのもの自体を再構築する必要

があるんじゃないかと、そんなようなことから今回抜本的な制度改正が求められてきたと、

そんなようなことから、ここにあるように自公民３党合意で子ども・子育て３法というもの

が成立してきたのかなあというところでございます。 

 特に、それからもう１つ、上段の米印のところの消費税８％云々とございますが、今回の

消費税増税に伴って社会保障を充実していくと。その中で、子ども・子育て支援に係る経費

も恒久的な財源として確保するんだというものが、今回の３法の大きな改正にかかわってい

るのかなというふうに考えております。 

 では次、下の段のところになりますが、３法の趣旨というところでございます。この３法

はどういったものかというのが、実はちょっと小さいですけど、下の星印に書いてあります。

１つは子ども・子育て支援法、もう１つは認定こども園法の一部の改正法、それから児童福

祉法の一部改正等関係法律の整備法と、こんなようなものが子育て３法というようになって

おりますが、主にどのようなものが大きく変わっていくのかというのがポイントとして８つ、

１ページと２ページの上段であります。 

 ちょっと１つずつ確認をしてまいりますと、①番、認定こども園、幼稚園、保育所を通じ

た共通の給付というものです。これは少し専門的用語になりますが、これが施設型給付とい

うもの、それから２段目の、及び小規模保育等への給付、地域型保育給付の創設ということ

でございまして、この給付方式というものが２つ創設されるというものでございます。この

施設型給付云々については、後ほどちょっと御説明いたします。それから、認定こども園制

度の改善というところでございます。 

 それから３番目、地域の実情に応じた子ども・子育て支援というところです。これは、利

用者の支援とか子育て支援拠点、それから放課後児童クラブ等々の充実というものでござい

ます。 

 では、ページはねていただきまして、２ページ上段でございますが、④番、市町村が実施

の主体なんだよというところで、地域のニーズを昨年度、子ども・子育て計画策定の一環で

本日説明しますアンケート、こういったアンケートを行って、それを策定して給付とか事業

を実施していくんだよというもの。権限が基礎自治体にある程度来るというところでござい
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ます。 

 ⑤番、社会全体による費用負担と、これが消費税引き上げ、先ほど申し上げた子ども・子

育ての事業を恒久的財源にこの３％のうち使っていくよというところです。 

 それから⑥番、政府の推進体制というところで、右手にございますが、厚生労働省、文部

科学省等々でばらばらの推進体制だったものが、内閣府に子ども・子育て本部というのを設

置されたというところ。 

 それから⑦番、子ども・子育て会議の設置ということで、これは国のほうにも子ども・子

育て会議が設置されています。今までですと、既にもう14回開催されております。本当に著

名な方が忙しい中、子ども・子育て会議の中で今回御説明する主な内容について御協議をい

ただいております。さらに細かな点については、部会というものが設けられておりまして、

これについては19回既に行われております。 

 施行時期につきましては、先ほど部長が申し上げましたとおり平成27年４月１日予定とい

うことになっております。 

 それでは、少し中身の詳しいところを御説明していきたいと思います。 

 下段のところですね、これは先ほど専門的な少し用語が出てきたというところでございま

すが、今回、特に保育園、幼稚園、いわゆる保育に係る分を恒久的財源をどのように配分し

ていくかというところの中で、まず先ほど申し上げました施設型給付、それから下の段にあ

る地域保育型給付というのが出てきております。これを少し簡単に図化をいたしましたが、

今申し上げましたとおり、こういった現行の保育園とか幼稚園といったものを共通に財政支

援するための仕組みを、この図の形で確立をしたというところです。創設されたうちのまず

１つ、わかりやすいほうですけど、地域型保育給付というのが下段にあるかと思います。さ

らに、その下に家庭的保育とか小規模保育、それから居宅訪問型保育、事業所内保育という

ふうに書いてございます。 

 これ少し見ると、ああ、今までの認可外保育のことかなというふうに少し思われるかと思

いますが、こういった部分が今回こういった法のもと示される国の基準とか、市町村で持つ、

国がある程度こういったものを参考にしてねというものを見ながらつくる基準に基づいて、

その基準を満たせば財政的な支援が受けられるようになるということで、そういったものが

新設されやすい環境になるかなあと。簡単に申し上げますと、これは都市部の待機園児、こ

ういった人たちに小さな保育所単位でそういったものを対応していこうと。横浜型とよく言

われますけど、そういったものをある程度ターゲットにしているのかなというところです。 

 可児市をいっても、これらの中でどういったニーズがあって、どうしていくかというのが

当然この中で考えていく必要はあるかなあというふうに思っております。 

 続きまして、左上の幼稚園のところですね、これが施設型給付というものの中から飛び出

したところがございます。ここが少し今回厄介なところでして、まず施設型給付ということ

について御説明をしますと、今までは国の財源というのは年度単位の中で配分される。例え

ば、保育園ですと保育園運営費という予算、国費の中で、それが全国市町村に配付されてき
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ているわけなんですけど、これを施設給付型、それから下、先ほど言いました地域型保育給

付ということで、この部分は、先ほど言った消費税アップに伴う社会保障費の恒久財源の中

で確実に利用者が恩恵を受けるような形で配付していくんだというものの言い方を、新施設

型給付という言い方をしているものです。 

 特に、今回この改正に伴って影響が出るのがここの幼稚園の部分になります。何で幼稚園

の部分が影響を受けるのかと申し上げますと、今の私立の幼稚園に行ってみえる方は、それ

ぞれの幼稚園が定める保育料、いわゆる学費というか保育料がそれぞれの幼稚園で決めてみ

えます。みんな同じということじゃなくて、そういうふうになっています。これが年間12カ

月分お支払いをされて、最後、年度末に就園奨励費という形である程度所得を計算して、所

得に応じた分で払い過ぎた分が、２万円のうち、ある所得の方については１万円戻ってくる

とか、そういった仕組みになっています。 

 保育園については、当初から所得を勘案してそれぞれの所得に応じた保育料を定めて、そ

の保育料をいただいているという形なので、前払いで前に払っておいて、後で返していただ

くというものになっているんですけど、これが施設給付型になりますとそういったものがな

くなって、最初から保育園と同じような形で、あなたの所得はこれだけなので、あなたの幼

稚園の保育料はこんだけですよという形に決まると。要するに、ここの施設給付にあるこっ

ちの半分の分、この分については、現行の保育園と同じような形態に変わっていきますよと

いうことです。ただ、こっち側に飛び出しているほうにつきましては、現在それぞれ幼稚園

は文部科学省の系統にあって、私学助成金というもので運営費が賄われています。 

 こういったことから、国が定める今回の給付型新制度と現行の私学助成金と、簡単に言え

ば比較をして、自分の園としてこっちの方向で行きたいよという選択できるという形になっ

ているので、ここが２つ四角から飛び出しているような形になっています。ただ内閣府の子

ども・子育て、新しい部署がもう言っているのは、私立幼稚園の私学助成金というのは県に

よってばらばらです。配分される額もばらばらです。それから安定的財源、単年度の予算の

中で決まっていくことなので、今回創設する施設型給付は恒久財源であると。でも、私学助

成は単年度単位の財源だというところで、その安定さという分では、それぞれの中では恒久

的財源の中でやっていくというのがいいんじゃないかということで、幼稚園の分については

選択制になっているというところでございます。公立の幼稚園とか、それから私立、公立の

保育園は、ここを見たとおり施設型給付の中にありますので、自動的にみんなが施設型給付

という制度の中に入っていくというところでございます。 

 では次、３ページの上段、もう１つ改正されるのはどういったものかといいますと、これ

は施設型給付の支給を受けるということで、子供の保育の区分を時間とか、それから幼稚園

に行くのか、保育園に行くのかというところで、１号から３号を５つの区分に分けておりま

す。 

 まず真ん中、保育を必要としないと書いてあるのは、これは今の子は一般的には幼稚園に

行っています。幼稚園で３歳から小学校に行く前については一番下、利用できる施設は幼稚
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園と認定こども園というところに行くことになります。こういったここに行きたいよという

人たちは、あなたのお子さんは１号認定ですよということになります。次、右側の保育を必

要とするということで、こういった子については３歳から就学前と、３歳未満児の子は少し

変わってきまして、３歳からの子は２号認定と、２号認定の右側に標準と短時間というふう

に分けておりますが、標準時間というのは11時間以内、それから短時間というのは８時間以

内の保育というふうに国のほうは基準として分けてきております。これを３歳から小学校ま

での子は２号認定の子のうちで、さらにこれを２つに分けると。未満児の子についても、さ

らにこれを２つに分けるというようなことで、これは今やっている、特に私学の幼稚園につ

いては、それぞれの私学の幼稚園に申し込みをされますので、我々市の行政としては何らか

かわっているところはございません。ただ、私立の保育園、それから公立の保育園について

は、全て市のほうで申し込みを受け付けて、本人希望も含めてそれぞれの保育園に行き先を

決めて保育料を決めていくと。保育料も全て可児市が全部収納して、保育園には運営費、補

助金、委託費という形でお返しをするという形になっておりますので、何ら今やっている保

育園の判定と変わらないんですけど、ここを明確に８時間、11時間で分けるということです。

なので、これを本人から出していただいて、おたくさんの子供さんは２号認定の標準ですよ

とか、短時間ですよというのは通知をしなくてはいけないという作業がふえてまいります。

これによって、何でこんな面倒くさいことをするのかというと、先ほど言いました恒久的財

源を正確に確実に地方に配分していくと、そのための基準として、この２号認定、３号認定、

さらに標準、短時間というものに分けるという作業が必要になってくるというところでござ

います。 

 続きまして３ページの下段ですね。これは地域型保育事業で、先ほど申し上げました、い

わゆる認可外保育所かなというようなところをお感じになったと思います。 

 可児市では認可外が４カ所ですかね。例えば、右側の事業所保育ですとヤクルトさんがや

ってみえるものとか、それからあとはＺＥＮＴさんのパチンコのところにある、あんなよう

なものがあるわけなんですけど、これはいわゆる認可外保育所ということなんですけど、今

回この下にあります家庭的保育は１人から５人とか、小規模保育については６人から19人と

か、それから右側へ事業所内保育については、人数が19人から上へ飛び出していっているの

で、これは超えても問題ないよということなんですけど、それぞれの人数の基準の中で、さ

らに職員、保育士の配置の基準、何人いるよとか、さらに資格要件、保育士の資格を持って

いないといけないよとか、何らかの研修を受けていればいいよと、そういったような基準を

定めながらこういった区分の中で基準を満たせば、地域型保育の給付を国から受けることが

可能になるというのが新しい少しきめ細かな制度だというところで理解をいただきたいと思

います。 

 それでは最後ですね、４ページの裏側の上段になります。 

 先ほど申し上げた子ども・子育て会議の中で、こういった計画を全国市町村につくるんだ

よというところで、今回全国で取り組んでいるのが、５年間の期間を計画期間とした子ど



－７－ 

も・子育て計画というものでございます。 

 可児市におきましては、昨年度からこの計画策定に取り組んでおりまして、昨年度はどち

らかというと子育てに関するニーズを調査し、今年度、そのニーズと後ほど申し上げる骨子、

こんな方向で子育てやっていこうというものを含めたもので最終的には計画をつくっていく

わけなんですけど、計画策定に当たっては地方版の子ども・子育て会議を設置しております。 

 そういうことで計画を策定しておりますが、先ほど部長が申し上げたとおり、実は国も文

部科学省と厚生労働省と内閣府のできた部と、この３つの中でやはりいろいろな調整がある

ようです。非常に我々の手元に来る資料も、実は主な内容も４月の本当後半、連休ちょっと

前に説明があって、さらにいろんなＱアンドＡが出てくるんですけど、この前のことはどう

なのかなというようなところで、我々もその書類を見ながらいろいろ精査をしているという

のが現状でございます。 

 それでは、お手元のレジュメのほうに少し戻っていきまして、項目２番、保育園、幼稚園

制度改正及び条例改正についてというところで、先ほど言いました資料１の２ページと３ペ

ージをちょっと見比べながら御説明をしていきたいと思います。済みません、レジュメの２

番ですね。条例がここに少し、一番表紙に委員会資料と書いてあるレジュメと今御説明した

資料でちょっと、よろしいでしょうか。 

 ごらんのとおり①から④までございます。この４本分が、今回の新制度に伴って可児市と

して条例改正が必要なものが４本あるということでございます。新規の条例が３本、それか

ら改正が１本というところで、見ていただくと仮称、仮称、仮称と書いてありまして、この

条例の名称も全国的に市町村がそれぞれつくる条例なので、ほかの市町村のネーミングとか、

条例名とか、そういったものをちょっと見ながら決めてまいりますので、きょうはこの仮称

ということで御容赦いただきたいというふうに思います。 

 まず①番、（仮称）給付対象として確認を受ける施設に関する条例、これが新規でござい

ます。これは、子ども・子育て支援新制度において、給付の実施主体である市が施設型給付、

それから地域型保育給付の対象となる施設・事業者を確認する上での基準等を規定するもの

というところでございます。これが先ほどの２ページ下段の、先ほど言いました施設型給付

と地域型保育給付というもの。簡単に言うと、この四角の基準を条例として定めるというも

のでございます。 

 その中身は、非常に細かいところがございまして、この中でどこまでを条例で定め、どれ

を規則でいいのかというようなところは、まだちょっと今、国の一番重要な資料等がまだ出

てきていないので、その辺を見比べながら決めていくということなんですけど、今回この条

例を規定いたしますと、先ほど言いました幼稚園がこちらの施設型給付にするのか、はたま

た今までの私学助成のままでいくのかというところを選択する必要があります。公立の幼稚

園については、ここに瀬田幼稚園と書いてありますけど、自動的に施設型給付というものに

変わっていくというところです。左側の今渡さんからひめ幼稚園までの各園につきましては、

それぞれ選択ができるというところであります。 
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 この条例、新制度に伴って、平成27年４月までに私学の幼稚園については、どちらにする

かというところを経営判断していただかなきゃいけないという状況にあります。あと10カ月

ぐらいの間に決めなきゃいけないんですけど、国のほうがそれぞれの私学の幼稚園が、自分

たちが経営していく上での判断材料となる、いわゆる国から来る公定価格というのがありま

す。それがこの給付型のほうに移行したときに、今までの私学助成じゃなくて新しい制度に

乗りかえたときに、今までと今度の給付型になったときにどっちがいいかという判断基準と

なるものがまだ示されておりません。早くて５月の下旬だという話なので、この数字が出て

こないと私学の幼稚園さんは判断できないという状況です。 

 ３月末に、皆さんに事業所アンケートをとっておるわけなんですけど、いわゆる新制度の

全容が明確でないということで非常に不安がられているというところはあるんですけど、ま

だ今のところ判断できませんねという回答ばかりでした。 

 続きまして、②番の（仮称）家庭的保育事業等の設備及び運営に関する条例というところ

です。これも先ほど言いましたとおり、新制度の中で新たに市町村許可事業として事業類型

が設けられた事業を実施する事業者が従うべき基準を規定するというものですので、先ほど

言いました家庭的保育とか、小規模保育とか、３ページの下側のほうの四角の部分ですね、

ここをある程度国が示す基準に対して参酌してくださいという内容のものと、国の基準で従

いなさいというものが今順次出ています。その辺を見ながら、ここの区分を決めていくのが

②番の条例でございます。 

 続きまして③番、可児市瀬田幼稚園の設置等に関する条例の一部を改正する条例というこ

とです。また２ページの下に行きますが、先ほど言いましたとおり、公立の幼稚園について

は、いや応なく施設給付型に入ると、移行するというところでございまして、この施設型給

付というものに移行するには、現行の月額5,500円という保育料ということは皆さん既に御

存じですし、過去にはいろいろな検討の中でされてきたと思います、瀬田幼稚園につきまし

ては。こういったところから、この部分の料金については、まずは基本的には施設型給付に

移っていくので応能負担ですね。保育園と一緒で、所得に準じて、あなたの瀬田幼稚園に通

っている園児さんの保育料というのは決まっていきますよというのが、基本的な国の示して

いる、現行で示している考え方です。 

 ただ、応能負担の分についても、国のほうも少しずつＱアンドＡなんか見ていますと、現

在ある私立の幼稚園とか、市内保育園の料金、こういったものを総合的に勘案しながら決定

もできないことはないというふうに、ちょっとずつ変わってきていまして、これ応能負担と

総合的に判断するというものでは少し検討していく難しさというのが変わってきますので、

ここはちょっと今、特に注視してこの辺はやっていくというところです。 

 県内市町村でも公立の幼稚園をお持ちじゃないところは、この点ではお悩みする必要はな

いかと思いますけど、可児市においては公立の瀬田幼稚園があるという中で、この部分は精

査して考えていかなきゃというところでありますが、できるだけ早い段階で現行の保護者、

それから来年度入園希望する方も、冬には入園の申込書が始まってまいりますので、できる
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だけ早い段階で保護者のほうに御説明していきたいなというふうに思っておりますが、何せ

先ほど申し上げましたとおり、国のほうがまずは比較すべき公定価格というものが示されて

おりませんで、その辺を比較の一つの数字として見ながら、それを考えて、また御相談して

いきたいというふうに考えております。 

 それから続きまして④番、（仮称）教育、保育の必要性の認定等に関する条例というとこ

ろでございます。 

 これは、３ページの上段の、先ほども言いました１号認定、２号認定、３号認定と、こう

いったものについて保護者からの認定申請の手順とか、認定の基準をここで規定するという

ものでございます。ですので、先ほど言いました標準の方は11時間保育、それから短時間の

方は８時間保育ということになります。当然現行でも11時間を超えて深夜とか、それから土

曜日、日曜日、これは今でも特別保育という形で８時間、11時間の外枠に保育の現行は残し

て当然やっていきますが、まずは一番コアな部分を標準の11時間と８時間に分けるとか、幼

稚園と保育園というふうに明確な区分をしていくと。これを条例で定めるというものでござ

います。 

 この点についても、非常に今までのやっている作業により明確にするという意味では、は

っきり１号、２号、３号と決めるんですけど、非常にプラスアルファの作業がここに伴って

まいります。この時期につきましても、国のほうの出てくる基準等を見ながらつくっていく

という中で、基本的には、今申し上げました４本の条例につきましては９月にお諮りすると

いう方向で事務手続は進めておりますけど、先ほど言いました国の状況によっては、少し時

間的に間に合わないというようなケースもあるかもしれませんが、まず我々としては、９月

議会にお諮りするという形で進めてまいりたいというふうに思っております。 

 それでは、新制度とそれに関連する条例改正の分について終わります。 

 続きましてレジュメの３番、子ども・子育て会議のアンケート調査の結果と、子ども・子

育て支援事業計画の中間報告というところです。ちょっとレジュメの(1)で、可児市子ど

も・子育て会議と書いてありますが、今までどういう検討をしてきたかというところと回数

を御説明しますと、まず経過としましては、昨年９月に第１回を開催し、３回開催しており

ます。主な内容につきましては、まずニーズ調査をやるので、このニーズ調査の内容につい

て御協議をいただき、その出た結果を速報値と、それから本日御説明いたします内容につい

て御検討いただいております。 

 それから、先ほど言いました民間事業者の調査とか、それからあとは可児市が子育てをど

うやっていこうかという方向性ですね、骨子案まで昨年度御協議をいただきました。 

 平成26年度としましては、できれば６月にニーズ調査を受けたものの中で保育の量、それ

から質をどういうふうに可児市としてやっていくんだというところを方策としてお示しをし

なあかんかなというふうに思っております。 

 あと９月には、大体計画の素案を作成し、12月の議会に御報告と、パブリックコメントを

１月という、何とかこのスケジュールでやっていきたいと、国の求められている提出部分と
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いうのが、それぞれの計画段階のところでございまして、ここの部分の時期もちょっとまた

少しずつ後ろにずれている部分もあります。そんなようなことですけど、何とかこの計画の

スケジュールで進めていければなあというふうに考えております。 

 それでは次に、こちらの少し分厚いですけど、子ども・子育てに関するアンケート調査結

果報告書に基づいて少し御説明をします。 

 このアンケートは、国の子ども・子育て会議の中で全国的に保育の量をどういうふうにこ

れから拡充していく必要があるんだとか、それからどういうふうに質を改善していかなきゃ

いけないかというところをしっかりニーズ調査をしなきゃいかんだろうということで、その

時間をしっかり割いて２年間で計画をつくりなさいということかと思います。なので、潜在

的なニーズも含めて住民のニーズをまず把握して、それをどういうふうに今後５年間の中で

確保していけるのか、供給体制をどういうふうにするのかというのを計画的に整備していく

一つの参考というか、もとになるものというところでございます。 

 事前に配付をさせていただいていて、お目通しいただいているかと思いますので、ポイン

トだけ絞ってちょっと飛ばして説明をしてまいります。 

 まず３ページ、配付は4,000いたしました。中ほど数字ですね。そのうち有効回答が大体

2,024となっていますので、半分です。内訳は、保育園に行っていない未就園の子、それか

ら小学校に行っている親ということで、大体993と1,031ですので、4,000配って1,000・

1,000通ずつの御回答をいただいたというところでございます。 

 では８ページをお願いいたします。これに御回答いただいた方の親の状況をここで聞いて

いますが、(4)番、回答者の配偶者の有無というところです。未就学の子については、

94.6％配偶者がいるというところですけど、4.2％配偶者がいないという状況です。小学生

になるとこれが8.6％ということですので、小学生になると10人に１人は片親の可能性の子

がいるという、この中で回答が出てきております。2,000のサンプル数ですので統計的には

十分なサンプル数の中であるので、この状況というのは遠からず近からずの数字かなという

ふうに思われます。 

 隣９ページ、子育てを行っている方は誰ですかということなので、当然片親の方について

はここで言う右側の44.3％、40.1％と、主に母親、主に父親という部分に入ってくるんです

けど、両親いる94％、88％の親の中で、子育てに主に行っているのは父、母両方で協力して

やっているよというのが53.7％、54.9％と。で、その次にお母さんが中心でやっているよと

いうのが44.3％、40.1％ということです。いわゆる黒い部分というのは、両方で一生懸命子

育てをしている御家庭かなと。ここの主に母親とか、主に父親という部分では、やはり悩む

母親ですね。いわゆる子育ての母親が悩むというのは、よく最近新聞報道でありますけど、

ここの部分というのが一つ目印になるのかなというふうに思っております。 

 続きまして10ページ、お願いいたします。子育てしていく中で影響するのは何ですかとい

うところですけど、まず当然のことながら家庭だよと、自分の家だよということ。それから

幼稚園、保育園に通っている方についてはそこだとあるんですけど、この地域というところ
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が18.7％とあります。これが、まずちょっとほかの市の状況見ていないんですけど、可児市

の子育ての取り組み中では結構高いほうに出ているんじゃないかなというふうに予測してい

ます。ちょっとまだ、ほかのところに聞かないとわからないですけど、やはり民生児童委員

さんが中心になっている各地域の子育てサロンとか児童センターといったものとか、それか

ら教育委員会のＥｄｕｃｅ９の中で公民館祭りに中学生が手伝いに来るとか、花いっぱい運

動に小・中学生が手伝いに来ると、こういった中で地域というのが、少しこういった保護者

の方が書かれたのかなあというふうに思われます。 

 次、右側11ページですね。預かってもらえる方の有無ですね。これが今までは定量的にな

かった数字がきちっと出ています。一番問題なのが「いずれもいない」、下から２番目

8.6％、7.9％ですね。自分が用事、緊急のときに、ああ困った、子供を連れていけないとい

うときに困ったなという人がこれだけ少なからずあるというところですけど、上の段に行く

と大体90％以上は御自分のおじいちゃん、おばあちゃん、両親いれば４人見えるわけなんで

すけど、その中で何とか対応できているというのもある意味数字とありますし、近隣市町村、

近隣の友達とか、近所の人に見てもらえる人も少なからず17％とか7.7％あるという意味で

は、いずれもないというところが日曜保育とか、そういった部分でどういったふうに今現状

があって、これからどうしていかなきゃいけないという部分が１つの基準として出てまいり

ます。 

 続きまして12ページ、子供を預けたときにどう思っているかというのは、おじいちゃん、

おばあちゃんに見てもらって安心しているというのが５割以上あって、あとは少し親でもち

ょっと年をとったおじいちゃん、おばあちゃんにはちょっと悪いかなというふうに思いなが

ら預けてみえてというのも大体８割ぐらいになるかなというところでございます。 

 続きまして14ページ、そういった預けるとか、そういったお答え以外に子育ての悩みとか、

そういった部分で誰に相談しているかというところを少しここでは調査していますが、上の

気軽に相談できる人や場所の有無ということで、未就学についてはあるという方が大体90％

ぐらいあって、ないという方が４％、８％ぐらいあるというようなことになっています。 

 その相談できる場所というのは下段にありますけど、やはり祖父母とか親戚に相談してい

るけど、やっぱり近所の人というのが15.5％、22.8％と出てきていて、これが先ほど言った

子育ての影響を及ぼすという意味では、地域と書いている、その流れの中でこういったもの

出てきているんですけど、これからの取り組みとしては、もっともっと地域の方にかかわっ

ていただきたい、安全サポーターとかいろいろな取り組みしていただいていますけど、もっ

ともっとここの数字が高くなることがいいんじゃないかなあというふうに思っております。 

 続きまして15ページ、お子さんの保護者の就労状況を聞いていますが、(1)番の母親、上

の段のグラフですけど、ここでフルタイムで働いているという人が未就園が13.3％、小学生

が18.9％ということです。ここの部分の人というのが、要するに保育園の未満児保育、本当

にゼロ歳の３カ月、４カ月ぐらいの子を預けて働いてみえる方、逆に言うと、ここに未満児

保育のニーズというのが明らかに出てきているというところです。ただ、全体的には、小さ
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い子供さんのいる家は45％働いていないし、あとはパート、アルバイトが28％、小学生にな

ると55％ぐらいになるというような状況です。 

 それで、どれぐらい働いているかなあというところが、18ページをお願いします。先ほど

言いました、今パート、アルバイトで働いているとか、働いていない人がこれからどうした

いかというのを聞いています。18ページは、現行そのパート、アルバイトで働いている人が

フルタイムに移行したいという方は、一番左端の6.4％、8.7％というところで、この人たち

の黒いほうは、ある程度自分はここで働けそうかなというのが見つかっている方、その横の

26.5％、27.4％は、働きたいと思っているけど、なかなかフルタイムの就職先が見つからな

いよというような感じになります。ここの人たちがばあっと働くようになると、より未満児

の保育の預かり、ニーズというのはより高まってくるというのを一つの基準として出てまい

ります。 

 それから右側、これも同じくですけど、働いていない方の親さんがどう思っているかとい

うのがこのグラフにあらわれて、一番問題なのはすぐにでも、もしくは１年以内に働きたい

という19.5％と23.3％、この人たちは、何らか生活上の所得も含めて本当早く働きたいんだ

けどという部分のある方なので、就職先が見つかれば、すぐに子供をどうするかというとこ

ろが一つの悩みの種になってくるというところになるかと思います。 

 それで、21ページの下段のパート、アルバイトで希望する方の就労形態ですけど、大体ど

れぐらい働いているか、働きたいかというのは、右側の１日当たりという四角がありますけ

ど、大体４時間から６時間と、皆さんの身の回りに見える方の子育て世代のお母さん方の働

いている、何となくこんなもんかなあというのと大体マッチした時間かなというふうに思わ

れます。 

 続きまして22ページ、ここは、現行どういった保育園に行きますか、幼稚園に行っていま

すか、どんなように使っていますかということなので、(2)番、定期的に利用している教育、

保育施設ということで、幼稚園49.3％、現行でいくと大体2,800人が幼稚園に通ってみえま

す。その次の39.3％保育園、これが1,355人ということなので、可児市はやはり人口急増の

中で、私立の幼稚園、保育園さんがしっかりと可児市の子供を預かっていただいたという中

で、幼稚園へ行っている現行は多いというところです。 

 ちょっと時間が押してまいりましたので、少し飛ばして説明していきたいと思いますが、

29ページをお願いいたします。今この幼稚園、保育園へ2,900人と1,300人何がし、大体

5,000人近くなんですが、何で選んでいますかというのを聞きますと、自宅に近い666人とい

うことなので、やはり一番選ぶ理由としては、一番ほど近いところを選んでみえるのかなあ

というところです。その次が、３つ目の教育・保育方針がよいからというところで、子育て

に熱心な方はこういったこちらのほうを選んでみえる嫌いがあるかなあというところでござ

います。 

 それでは、少し飛ばしまして33ページをお願いします。これは聞いている内容は、お子さ

んの地域の子育て支援事業の利用状況ということで、可児市内にあるこういった子育て事業
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の認知度、利用調査、利用意向というのを聞いていますが、認知度です。見ていただくと、

一番高いのは、やっぱり保育園、幼稚園の園庭開放、これは通わせているその弟も含めて

85.1％というところです。ただこの園庭開放も10年以上取り組んでまいりましたが、広見保

育園さんとすみれ保育園では支援センターをやっていただいているとか、子育てサロンが各

地区にできたということで、この園庭開放については少しリニューアル、考え方を少し変え

てやっていく必要があるかなという過渡期に来ております。ただ、次に81.9％、８番の児童

センターですね、認知度としては非常に81.9％と高い施設かなあということです。 

 では次、36ページ、次は、やはり土曜日仕事だわとか、休日はどういうふうになっている

かというところを聞いています。土曜日と日曜日、祝日の幼稚園や保育園の利用希望という

ところでとっておりまして、まず現行どうなっているかと申し上げますと、土曜日は各園、

保育園、土曜保育をやっております。午前８時から午後６時までやっております。日曜日に

ついては、広見の可児さくら保育園さんが定員毎１日10人という中でやっていただいていま

す。そういった中で、土曜日がこのとおり利用する必要ないよという人が71.3％、日曜日に

至っては83.5％で、ほぼ毎週利用したいという方が6.5％、日曜日は1.4％というところで、

日曜日の1.4％は、可児さくら保育園でやっていただいている10人の中で何とか対応できて

いるんじゃないかなあというふうに現行は考えております。 

 続きまして42ページ、子育てされた方なら誰でも経験があるかと思いますけど、さあ子供

が病気した、どうしようというときを聞いていますが、このとおり父親が休んだ、母親が休

んだ、中ほど病児・病後児保育施設を利用したというところです。これも可児さくら保育園

が病後児保育を預かっていただいていますので、本当に困った方はですね、こういったとこ

ろを御紹介しながら御利用いただいていると。ただ、やはり３日、４日、５日という休みが

なかなか今勤めの中でとれないという部分が後ろの中のデータでは出てきております。 

 ただ44ページで、(3)番ですね、何でこの病児・病後児保育を利用したいと思ったかとい

うところですけど、これはやはり専門施設だというところなんですけど、それにしてもやっ

ぱり親心から利用したいと思わないという答えが71％、88％ということで、やはり自分の子

供は自分で心配なんで見ていたいという親心のあらわれかなというふうに思われます。 

 あと少しおもしろい数字が50ページです。子供さんを不定期に、一時的に預かってほしい

理由を聞いたら、上段、利用したい目的で、私用（買い物、子供（兄弟姉妹を含む）や親の

習い事等）、リフレッシュの目的というところは、少し今どきの数字かなというところです。

保育園の園長さん方でいろいろ話をしていますけど、やはり週末の中で、園長としては親子

のコミュニケーションをとってほしいなというのが本音のところです。でも、仕事でもなく、

やはり当然おうちの掃除とかいろいろな御予定があるかと思いますけど、そういった中で土

曜日保育をやっているというような、保育する現場の人たちとその辺の気持ち的なずれは少

しあるのかなあというのを、４月から職についてちょっと感じているところです。 

 あと59ページ以降は、小学生の放課後の暮らし方とかずうっとありますが、ここはまたお

読みいただいて、最後69ページ、子育てに関する情報や子育て環境の満足度というところが
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出ておりますが、(2)番の地域の子育て環境、支援の満足度というところです。右側の濃い

ほうが満足が低いですね。順番に来て右側へ行くと高いということで、真ん中の46.6％、

45.5％というのは可もなく不可もなくというようなところが半数近くおられるかなあという

ところが数字として出ております。 

 それから次に71ページ、子育てに関する悩みですね。上のほうを見ていただくと、子育て

のしつけの方法、子供の気持ちや子供の接し方がわからないと、自分たちもそうかなという

思うところはありますけど、やはりこの辺が特に数字的には高くなってきていると、これが

今の大きな問題かなあと。いわゆる多世帯の中で子育ての悩みを聞くおじいちゃん、おばあ

ちゃんというのがすぐ身近にはいない、近所にはいるけどという中では少し特徴的かなとい

うふうに思います。 

 あと72ページ、73ページ、ここは駅前の子育て拠点施設、公共用地を中核にしたいという

ところで、どういったものが欲しいですかというのをここで聞きました。その中では、子育

ての親同士が交流できるところがいいねとか、子育てに関して相談できるところが欲しい

25％、20％ですね。特に、専門的な相談とかそういったもの、あとは天候を気にせずに子供

と一緒に安心して遊べる場所が78％、58％という高い率で出ております。 

 あと、右側も同じような内容になりますけど、どういった空間が欲しいですかというとこ

ろで、同じような内容がずらっと出てきております。 

 済みません、ちょっと長くなってしまいましたが、以上が子育てに関するアンケート調査

ということで、これが先ほど言いましたとおり保育の量的拡充と質の改善をしていくに当た

って市民の皆さん、子育て世代の方の市民の潜在的なニーズを改めてここから拾い出して、

先ほど言いました新しい新制度の中でどういったものが必要かどうかというところを探って

いきたいなというふうに考えております。 

 それでは最後、こちらのＡ３のほうの１枚でざあっと、既にこれについては３月末に各議

員さんのほうには配付をさせていただいておりますので、ぱあっと簡単に御説明をさせてい

ただきます。 

 これについては、昨年度、可児市の若い世代が住みたいと感じる魅力あるまちの創造を支

える重点方針の一つ、子育て世代の安心づくりというものをどういうふうにオール可児で取

り組んでいくかというところで、７部長22課が集まって、１年間何度も何度も集まって検討

してまいりました。 

 可児市の子育てに関する事業は全部で146事業あります。これだけ多くて、それぞれの部

課にわたる事業というのはやっぱりないですね。介護であれば、高齢者部局、課へいくんで

すけど、これだけにわたっているので、やはり組織と組織のはざまとか、法令と法令のはざ

まで落ち込んでいるものがないかとか、何かうまく連携できていないんじゃないかと、そん

なような視点をいろいろ協議してまいりました。それをまとめ上げたものがこの１枚と。こ

れを子ども・子育て会議のほうにも骨子案ということでお示しいたしまして、非常にいいん

じゃないかということを各委員さんから御意見はいただきました。 
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 現行の子育ての悩みというのは、ここの上の２行に書いてあるとおりかと思います。こう

いった中で、「マイナス10カ月から つなぐ まなぶ かかわる 子育て（案）」と書いて

ございますけど、大きくは４つのキーワードで、今後の可児市の子育てをやっていきたいと

いうところでございます。この「マイナス10カ月」という部分については、少しニュアンス

的にはマイナスという言葉が前につくわけなんですけど、市民の意思づけを高めるキーワー

ドとして、あえてこの言葉を使おうというところです。今、母子手帳を保健センターに取り

に妊婦さんが見えるわけなんですけど、このときから、私たち行政はあなたとつながってい

ますよというところをしっかりする起点にしたいというところです。次が「つなぐ」、これ

は子育て家庭が孤立しない子育て家庭と子育て支援サービスをしっかりつないでいこうとい

うもの。「まなぶ」、これは親の子育て力をアップするような事業、子育ての大切さやノウ

ハウを学べるような機会を多くつくっていこうと。それから「かかわる」は、地域全体で子

ども・子育てにかかわっていこうというところです。 

 これを左手の丸のところ、地域社会のつなぐ、まなぶ、かかわるで誰が主体的に取り組む

かというのは、つなぐは公助、まなぶは自助、かかわるは共助というようなところで少し整

理をしております。これによって、重点的に取り組む子育てを表現したのが、その「マイナ

ス10カ月から つなぐ まなぶ かかわる 子育て」というようなところで、今まで先ほど

言いました７部22課がかかわるので、可児市の子育てはどうですか、いろいろやっています

よという話ですけど、こういったところ、その母子手帳のところから行政としてはかかわっ

て応援していきますよというところをしっかりＰＲするという目的にしております。 

 あと、右の四角のほうは、右から左にはマイナス10カ月から６歳の就学後、中学校まで書

いてあるので、これは子供のライフサイクルをあらわしております。あとは、「つなぐ」

「まなぶ」「かかわる」の146の事業を精査しながら、よりここを強化しようとか拡充して

いこうというものがそれぞれの事業で出してございます。 

 「つなぐ」の部分では、先ほど言いましたとおり一番左の丸の中で、母子健康手帳交付か

ら始まる子育ての支援ですね、右側のほうへ行くといじめ防止とか、各学校にスクールソー

シャルワーカーという者を置いて、子供と家庭と学校をつなぎながら支援をしていくという

ような取り組み。 

 それから「まなぶ」という部分では、子育て講座を開催するとか、本の読み聞かせ等をも

っと充実し、情緒教育をしっかりしていこう。それから、可児市の乳幼児学級、家庭教育学

級というのは非常に充実していると。私ども中にいると結構わからないところが多いんです

けど、愛知県とかほかのところと比較すると、非常に私立の幼稚園、保育園さんも取り組ん

でいただいていて、これをよりもっとそこに来ない人たち、来られない人たち、関心のある

方はこういったところにどんどん参加するので、何とかこういった人たちもどうやってその

人たちに興味を持たせるか、拾い上げるかというところも一つの工夫が必要だということで、

ここに掲げてございます。あとは、マイナス10カ月からの健康づくりで、健診とか運動とか

食育とか地域参加というのを支援していくというところでございます。 
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 「かかわる」という意味では、ＮＰＯボランティア活動の充実を支援するとか、子ども会

を何とかもう一回充実していけないかとか、そういったところにございます。それと一番下、

それを全体として支えるのが子育て支援を総合的にサポートする拠点づくりというようなも

のを、先ほど申し上げました駅前の拠点に中核機能として置きたいというところでございま

す。 

 ちょっと１点忘れました。「つなぐ」のところで、特に今まで問題になっていますのは、

中ほどの小１プロブレムへの対応と書いてありますけど、ここは保育園、幼稚園から小学校

のはざまの中にありまして、学校現場の悩みとしては、なかなか４月に入学して教室に10分

と座っていられない子供が多くて、学級崩壊につながるというような非常に深い悩みの中で、

学校の先生からすると保育園、幼稚園は何やっているんだという思いがきっとあるのかなと。

そんな中で、お互いが意見交換し合って、小学校に上がる前に保育園でこれぐらいのことは

できるようにして小学校につないでいこうと。それを保育園サイドだけではなくて、小学校、

先生の側から見た理想像といいますか、こういったことをやる、そういうのを連携しながら

この辺は取り組んでいこうと。試行的には、こういった保育園の先生と学校が意見交換する

場は、昨年度は１回やれました。これをもうちょっとしっかりした母体をつくってやってい

こうというふうに考えております。 

 済みません、ちょっと１時間近くかかってしまいましたが、以上３点、私のほうから説明

を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○委員長（山口正博君） それでは、これより質疑を行います。質疑のあります方、挙手をお

願いいたします。 

○委員（川上文浩君） 質疑というか、大体アンケート結果も出てきましたし、これで可児市

は子育て日本一を目指すんだということは、よく市長も含めて言われているわけですけれど

も、僕ちょっと思うところは、これはこれで新しい、今後国の制度も変わってくるし、どう

しようかなというところは非常にいいと思うんですけれども、現状で今やれることもたくさ

んあると思うんですよね。そういったことで、その課をそれぞれが子育てを、今言ったよう

に146の事業があって、それを各課でやっていると、これは数が多いということで周りは見

ないようなことを言ってみえるんだけれども、今現状でもっとやれることって何かないです

か。 

○こども課長（高井美樹君） 済みません、ちょっと説明不足でした。裏面を少しごらんいた

だきますと、実はここに現行やっている146事業の中で、先ほど言いました可児市の子育て

は何やっていますか、いろいろやっていますということで、いろいろやっていて、ある意味

では充足している。でも、部とか課をまたいでいることによる連携不足というのが否めんと

ころがあるんじゃないか、そういった視点でずうっと眺めていた中で、連携を深めるとより

いいものになるというものをここにずらっと上げていまして、私ども内部的な予算の中では、

10の重点課題ということで整理をして、本当に新たなものをぼんと、例えば高校生の医療費

無料とかそういうものではなくて、今ある事業を見直し、よりつなげていくという視点でき
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ていまして、本当に先ほど言いました乳幼児学級とか、結構こうやっていろいろ調べる中で、

可児市の現場現場で本当に一生懸命やっているというのは思っております。母子の関係も保

健センター中心に一生懸命やっていますけど、それを新しいという意味ではマイナス10カ月

という考え方を入れて、一本背骨を入れてみんなが同じ方向を向いて、同じベクトルを向い

て取り組んでいこうというようなものの考え方でおります。 

○委員（川上文浩君） 僕も146ある事業を全部把握しながらチェックしたわけじゃないんだ

けど、例えば保健センターでやっている乳幼児健診だとか、いろんな部分でよく見ていると、

東の駐車場から子供を抱いて傘を差して保健センターまで行くようなことを、見て見ぬふり

をしている行政側がいると。本来であれば、こういったことは少し努力をすれば、日にちが

決まっているわけですから、一番近い駐車場を確保して、職員総出でそちらのほうに誘導し

て、ちょっとでも不便を解消してあげるというようなことがもっともっと起きていいんじゃ

ないかというふうに思うんですけれども、早速こういうのが出てきてアンケートをとって、

新しい施設、箱ができるから、じゃあこういったいろんな充実をしていくんだというんでは

なくて、現状やっている事業の中でも、もっともっと努力をすれば改善して子育て支援にな

ることはもっとたくさんあるんじゃないかなあというふうに感じているところはあります。

駐車場の問題にしても、職員が庁舎近くの駐車場にとめているような現状も見られるような

中で、そういったことがなおざりになっているんじゃないかというような気もしますし、で

きる、もっと身近なサービスをしっかりやって、今やっている事業というものをもう一度各

課を越えて、応援しながらできることもたくさんあるんじゃないかというふうに思っている

んで、格好いいことはたくさんこれからものができてくればできるんだけれども、そうでは

なくて、やはり今できることを少しでも努力して、子育てにかかわる部分を積極的に応援し

ていって、その不便さをなくしていくということの努力が欠けているんじゃないかと思うん

ですけれども、その辺のところはいかがでしょうか。 

○健康福祉部長（佐藤 誠君） この件につきましては、この子育て支援に限らず、あるいは

高齢者であったりとかという、いわゆる４本の柱の部分につきまして、先ほど川上委員が言

われましたように、各課横断をして、今あるその事業がきちんと市民を向いて仕事がされて

おるかどうかという視点も含めて、昨年度から見直しを行っておるところでございます。昨

年度につきましても、それぞれの部会で行われまして、この子育て支援についても、しっか

りその辺のところは議論されてきたわけですけれども、今年度以降につきましても、それぞ

れのところで今ある事業をきちんと見直す中で、より身近なところで市民の目線を見ながら

立場に立って、しっかりそういうところはやっていきたいというふうに考えております。以

上でございます。 

○委員（川上文浩君） やはりアンケートの中でも出ていますけれども、大枠７割の人がいい

とか、８割の人がいいとか、ただ、それに対して２割とか１割とか３割の方が、いやもう少

し云々、サービスをもう少しちゃんとしてほしいとかたくさんあると思うんで、もう少し足

らないところをやはりカバーしていくことじゃないと、子育て支援と言ったって、今全国ど
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こでもこんなことは当たり前のように今やっていて、先ほどこども課長ちらっと言われたけ

れども、高校生に医療費の云々は大垣市はもうやるというふうに宣言していますけれども、

そういった方向で際限なく、またその医療費のサービス合戦をして云々よりも、職員全体の

気持ちのかかわり方の問題としてまずはやって、気持ちの問題から改善していくという、そ

こが大切で、それなしに地域だ地域だと言われても地域は困ってしまいますし、地域にもそ

ういったことで追従していってもらうという、手本にならなくちゃいけないのが行政だと思

っていますから、手本になるような、そういったことをまずはやっていくことが最優先であ

ろうと思っていますので、それぞれの事業をしっかりチェックした上で市民の声を聞いて、

改善すべきことはすぐにでも改善していただきたいというふうに思いますので、お願いしま

す。 

○委員長（山口正博君） そのほかございませんか。 

○委員（可児慶志君） 子ども・子育て支援はいいんですけれども、一般論で総花的にサービ

ス過剰にならないかというのが少し心配なんですね。今の福祉制度全般、高齢者に対する福

祉制度、あるいは障がい者に対する福祉制度いろいろ見ていますと、そこまで必要ないんじ

ゃないかという一般論も結構聞かれるところがあるような気がします。この子ども・子育て

を一層充実することによって、そういう部分がまた子ども・子育ての部分で発生するような

ことがあっては、それから社会保障費が消費税増税によってふえてきたといっても、本当に

国民がそれで喜ぶかどうかというのはちょっと非常に疑問だと思います。本当に子ども・子

育てに苦労している方々に手厚く支援できるようにしていくことを、もう少し重点的な考え

方の取り入れというのをできないかなと。あるいは、この中にそういった取り組み姿勢とい

うのがあるのかどうか、その辺があればちょっと教えてもらいたいと思うし、もうちょっと

その配分の仕方というのを考える余地はないかというのをお伺いしたいんですけど。 

○こども課長（高井美樹君） お手元の、特につなぐのここの真ん中、問題の早期の発見、そ

れから切れ目のない支援、それから身近な相談の場づくりというところです。この部分は、

なかなか専門的な部分がやはりこれから必要です。例えば、学校なんかでいくと、スクール

ソーシャルワーカーという予算をつけていただいて、そういった問題のある子供さんの家庭

と学校と本人ですね、こういったものをうまくつなぎながら、少しでも問題解決の方向を見

出していこうと。これは、非常に専門的に、そういったものを習ってきた方が当たっていま

す。 

 こういったことを問題のある家庭を１個１個ミクロでやっていくというのは、可児市がそ

ういった問題を抱える子が多いかどうかというところは、正直ちょっと私、４月にこども課

長になってから何と多いことかと。本当、これテレビのドラマかなというような御家庭も正

直あります。こういったところ、やっぱりきちっと１個ずつ押さえるというか、きちっとい

い方向に向けることによって可児の保育、それから可児の小学校全体がいい方向になってい

く、一つの大きな何かが全体の大きく影響を及ぼすというような状況を少しでも解決できな

いかなという意味では、本当に困っているところを支える必要はあるかなと。それが今は、
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母子手帳を出してしまうと結構行政と離れて、妊婦さんと産婦人科さんとの中でつながって

いるだけなので、こういった部分から、親の子育てに関する考え方に少しずつアプローチし

ながら、育児放棄とか、虐待とか、そういったことになっていかないようなものをまずやる

というようなところが、このマイナス10カ月の中であらわしています。 

 ですので、決して過剰に何か、先ほど川上委員が言っていた大垣の医療費とか、岐南町の

給食費無料とか、何か少しぱあっと出るようなものではなくて、そういった部分に我々とし

ては非常に注視しています。やはり外国人なんかでも保育園に行けていない子たちをどうす

るかとか、そういったものでも、やっぱりそれが小学校になって実際大きな問題になってい

ますので、そういった部分は集中的に取り組んでいこうというような取り組みも、一応この

中には一応ぎゅっと凝縮した形で入れてございます。以上です。 

○健康福祉部長（佐藤 誠君） 今のことに関連することで一つの例として言いますと、発達

支援センターのくれよんがございます。３歳児健診とか、いろいろなその健診を通じて、や

はり気になる子という子が今非常にふえてきておるというようなことで、その子たちが何も

手を施さなければ、そして親とのかかわりを持たなければ、将来にわたって小学校とか中学

校でいろんな問題を引き起こすケースというのが、十分それは考えられるというわけですね。

そういったところで、そういった健診を通して気になる子に対して、こちらにほうからアプ

ローチをし、そして発達支援センターくれよんのほうでいろいろな相談業務をする中で、少

しでもいい療育の指導ができないかというところで、職員も全体がかなりふえる中で、職員

数としてはかなり少ないという現状があるわけですけれども、そういった親、そうした子供

とのかかわりを持ってやっておるところはあります。ですから、今年度から相談支援業務と

いうのを充実させて、職員も以前よりは充実させてそういう体制をとってやっております。

そういったところも、先ほどの小１プロブレムへの対応であったり、そしてつなぐとか、そ

ういったところでの対応になってくることかなあというふうに考えております。これは、極

めて重要な問題として市としても取り組んでおる一つの例でございます。以上でございます。 

○委員（可児慶志君） ありがとうございます。 

 重点的な配慮も当然進めていってもらいたいというふうに思いますのでお願いします。 

 それともう１つ、視点の問題なんですけれども、世界的に少子化対策で成功したのはフラ

ンスだけだというふうに先進国の中では言われていますよね。それは、根底にあるものは何

かというのをよく調査していただいて、私はちょっと行ってみてすごく感じたところがあり

ました。その辺をよく研究していただいて、視点をきちっと定めてやっていただきたいなと

思います。 

 私は感じるところで、子ども・子育てという部分で言いますと、子育ては僕要らないんじ

ゃないかなと、子供支援ということだけである意味ではいいんではないかなということ。子

供の徹底的な支援をすれば、親は楽になるはずなんですよ。視点が子育てというと、有権者

あるいは人気とりに、親に対する部分になりますので、行政の人気とりとしてやっているよ

うな印象を私は感じます。 



－２０－ 

 決定的なフランスの違いで感じたのは、徹底した子供を育てる、子供ための施策なんです。

子供を育てるんじゃない、子供のための施策なんですね。それで安心して親が、大人が子供

を産んで育てていけるという視点に立っています。だから、満遍なくというようなことをし

ていると、先ほど課長がおっしゃったように、リフレッシュの時間が欲しいからこういう施

設が欲しいというような欲まで、完全に親の視点ですよね。そういうぜいたくまで出てくる

という危険性があるので、もし時間があれば、そういう観点で見直しをちょっとしていただ

けるとありがたいなと思いますね。 

○委員長（山口正博君） 何かこれについてありますか。 

○こども課長（高井美樹君） ありがとうございます。 

 私も北欧とかフランス、それぞれの勉強をして私なりに思っておるところありますけど、

合計特殊出生率を上げていくというのは、国全体の作業というのは必要で、雇用の問題とか、

働き方の問題とか、いわゆるワーク・ライフ・バランスとあるんですけど、可児市として何

ができるかというのは、やっぱり参考にしながら考えていきたいというふうに思います。あ

りがとうございました。 

○委員（川上文浩君） もう１点だけ、これはこれとして今後進めていく方針としてどんどん

やっていって、ただ、今やはり大切なのは働く親をどう支援していくかだと思うんです。私

もよくそういう場面に遭遇するのは、やはり平日に短時間働きたい、土・日・祝日はどうし

ても子供のために休まなくちゃいけないという方がすごくたくさんいて、就労の情報が全く

入ってこない。それでハローワークに行って情報を得るぐらいしかないということですから、

本当にそういう職種が非常に少ないんですよね。サービス業の中ではほとんどないですけれ

ども、そういうところで子育てして行く中で、例えばたくさんは無理だけれども、少しでも

いいから働きたいという方がたくさんいて、その場が全然なくて情報も全くない、これは非

常に大きな問題なので、この予算の中にも、事業の中にもそういった分野は盛り込まれてい

ませんけれども、やはり安心して短時間、１日３時間、４時間で、アンケートによると１日

４時間から６時間でしょう。週に３日、４日、５日働けるような情報を提供できるような体

制は、市は持つべきだと思っています。 

 ですから、それをその希望者に任せるんではなくて、そういったこともやはり子育て支援、

大きな支援だと思うんで、そういったことも積極的に関与してやっていく体制をとっていた

だきたいなあというふうに思っておりまして、よく耳にはしますし、私も対応することもあ

るんですけれども、そういう意味では本当に今一番大切な部分じゃないかなあというふうに

思っております。以上です。 

○委員長（山口正博君） そのほかございませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 それでは、ほかに発言もないようですので、質疑を終了いたします。 

 その他に何かありましたら、この場で御質問をお願いいたします。よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 
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 ほかに質問がございませんので、これで教育福祉委員会を閉会したいというふうに思いま

す。 

閉会 午後２時20分  



－２２－ 

 前記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

    平成26年５月19日 

 

 

       可児市教育福祉委員会委員長 


